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のと海洋ふれあいセンター 中期経営目標 

（実施期間 令和５年度～令和９年度） 

令和５年３月 策定 

 

 

１ 施設の設置目的 

 能登半島国定公園の優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ること

により、県民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与するこ

とを目的として設置しています。 

 

２ 施設の果たすべき役割 

 能登半島国定公園を代表する海岸美と豊かな自然に恵まれた九十九湾をフィールドとし

て活用し、多様な生きものたちとのふれあいを通して、来館者が海の自然への理解を深め、

海を愛する心を育てる場とします。また、海の自然に関する調査研究と普及啓発活動を進

め、海と人との望ましい関わり方のあり方を探る拠点として、重要な役割を果たす施設で

す。 

 

３ 事業内容 

（１） 自然体験・学習の場の提供 

「いしかわ自然学校」の拠点施設として、自然体験や学習の場を提供するとともに、 

「いしかわ自然学校」のプログラムを提供する各施設や団体、教育機関等と連携し、

指導者の養成を図ります。 

（２） 海の自然に関する調査研究 

    海の生きものに関する生態学的調査研究等を行い、県民に広報することにより、自 

然保護の必要性の意識高揚を図ります。 

 

４ 現状と課題 

（１）  管理運営体制について 

・のと海洋ふれあいセンターは、民間のノウハウを活用して、施設を効率的・効果

的に管理するため、指定管理者制度を平成１８年度から導入しています。 

・施設利用者に対する利便の提供、利用の促進、利用施設・設備、物品の維持管理

及び修繕に関する業務等は指定管理者が行っており、中期経営目標の実施期間であ

る令和５年度から令和９年度までは、「一般財団法人石川県県民ふれあい公社」を指

定管理者として指定しています。 

・県では、利用状況や利用者からのご意見、小修繕の実施状況等の管理状況につい
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て、指定管理者より定期的に報告を受け、運営指導や財政支援を行う等、適正な管

理・運営に努めています。 

・県は、指定管理者と協議し、老朽化した施設の修繕等を実施しています。 

 

（２） 施設の利用促進及びサービス（満足度）向上について 

   ・施設の利用促進にあたっては、施設の修繕や設備の更新を行うとともに、スノーケ 

リング等の体験学習を提供し、利用者に気持ちよく利用していただける環境づくり 

や、交流を深めるイベントの開催等を行っています。 

   ・当該施設の傍にある当公社運営の「ホテルのときんぷら」と「能登少年自然の家」

との連携により宿泊を伴う事業企画を展開し、遠来客の取り込みを図る。 

 

（３） 施設運営の効率化について 

   ・県と指定管理者間で連絡体制を確立し、情報を共有するなど、非常時にも対応でき

るように連携を図り、迅速かつ効率的な施設運営を行っています。 

   ・近隣の宿泊施設との一体的な管理運営により、経費の削減に努めます。 

   ・今後とも、指定管理者の創意工夫に基づいた管理運営により、質の高いサービスを

施設利用者に提供するとともに、管理経費の削減に努めます。 
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５ 中期経営目標 

（１）中期経営目標 （指定管理者が実現すべき目標） 

  ① 入館者数については、１４，８００人を目指します。   

② 利用者アンケートによる満足度は、引き続き９５％以上を維持します。 

 

（２）測定指標と目標値 

測定指標 基準値 

（Ｈ２９～R1平均） 

中間目標値 

（R７） 

最終目標値 

（R９） 

① 入館者数 １４，１０９人 １２，０００人 １４，８００人 

② 利用者アンケ

ートによる満

足度  

利用者サー

ビス 
９９．３％ ９５％以上 ９５％以上 

施設の維

持・管理 
９９．２％ ９５％以上 ９５％以上 

 

６ 指定管理者が設定した目標達成に向けた具体的な取組内容 

（１） 施設の利用促進及びサービス（満足度）向上に向けた取り組み 

・施設の利用促進にあたっては、順次施設の修繕を行っており、引き続き利用者に気

持ちよく利用していただける環境づくりや交流を深めるイベントの開催等を行って

いきます。 

・海中の生物を観察するスノーケリングや海岸に打ち上げられた貝殻等を利用した工

作教室等、「楽しみながら海に対する興味を深めてもらう」体験活動を実施します。 

・平成２６年９月より、オフシーズンにおいて、ダイビング団体が主催するスキュー

バダイビングツアーの受け入れを始めており、関係機関と連携し、積極的に受け入れ、

施設の利用促進に努めます。 

・広報活動として、ホームページ、各種マスメディア等を活用した情報発信を強化し

ていきます。 

・引き続き、アンケートを実施し、利用者の声を参考にしながら、施設の利用促進に 

努めます。 

 

（２） 施設運営の効率化に向けた取り組み 

・引き続き、県と指定管理者間で連絡体制を確立し、情報を共有し迅速かつ効率的な 

施設運営を行っていきます。 

・指定管理者の創意工夫に基づいた管理運営により、質の高いサービスを提供すると 

ともに、他施設との一括した単価契約等により、経費の削減に努めます。 
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参考資料（施設の利用状況など） 

 

 （１）利用指標（利用人数、稼働率などの状況）                           （単位：人） 

項目 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 

入館者数 13,545 14,762 14,021 7,591 4,974 

 

 （２）利用者アンケート指標 

（利用者サービス）                                       （単位：％） 

項目 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 

良い 85.5 85.2 86.3 97.2 50.0 

概ね良い 14.0 13.7 13.3 1.4 50.0 

計 99.5 98.9 99.6 98.6 100.0 

やや悪い 0.5 0.7 0.2 1.4 0.0 

悪い 0.0 0.4 0.2 0.0 0.0 

 

(施設の維持管理）                                              （単位：％） 

項目 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 

良い 80.3 82.3 83.0 94.2 83.8 

概ね良い 18.7 16.6 16.7 5.8 15.1 

計 99.0 98.9 99.7 100.0 98.9 

やや悪い 1.0 0.7 0.2 0.0 1.1 

悪い 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 

 

 

 

 （３）使用許可等の状況                                               

   利用者数に同じ 

 

 （４）使用料の収入実績                                             （単位：千円） 

項目 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ 

入場料 757 910 853 744 447 

 

 

 


